
建物賃貸の契約に際し、貸主である依頼者

がその契約内容を認識して締結したとは認め

られるが、建て貸しというやや特殊な賃貸事

例であったため、媒介業者に信義則上特別な

説明義務が要求されるとし、かつ、その違反

を認めた事例（福岡地裁　平成19年４月26日

判決　一部認容・確定　判例タイムズ1256号

120頁）

１　事案の概要

Ｘがその所有建物をＺの要望に従って増改

築した上でＺに賃貸する契約（建て貸し）の

媒介を、媒介業者Ｙに依頼し、Ｘ・Ｚ間に期

間を９年間とする建物賃貸借契約が成立した

が、中途解約を制限する条項が盛り込まれて

いなかった。その結果、Ｚから中途解約され

て損害を被ったとして、ＸがＹに対し、媒介

契約の債務不履行による損害賠償を求めた事

案である。

Ｘが主張するＹの債務不履行の内容は、本

件建物賃貸借契約は、いわゆる建て貸し（土

地の所有者がその土地の上に建物（テナント

側の希望した設計による）を建設し土地と建

物を併せて賃貸借する方式で、テナントの望

む建物を建て、テナントから保証金や敷金、

家賃などを払ってもらい、賃貸経営を成り立

たせるもの）であるから、増改築に要した投

下資本（3360万円）を回収するためには一定

期間賃料収入を確保する必要があり、借主が

中途解約をした場合には、残余期間の賃料を

保証する条項（中途解約制限条項）を盛り込

む必要があったのに、Ｙはこれを怠ったとい

うものである。

これに対し、Ｙは、本件賃貸借契約書案

（中途解約制限条項が盛り込まれていないも

の）をＸに示してその内容を説明し、Ｘは内

容を理解した上で契約を締結したものである

から、Ｙに債務不履行はないと主張した。

２　判決の要旨

裁判所は次のように判示して、Ｘの請求の

一部を認容した。

盧 Ｙの債務不履行責任について

Ｙは、Ｘとの間で、本件建物をＺに賃貸す

る契約を締結する媒介契約を締結したもので

あるから、本件賃貸借契約の重要事項につい

て書面を交付して説明すべき義務がある（宅

地建物取引業法35条）。

認定事実によれば、ＹがＸに対し、契約の

解除に関する事項も記載した契約書案を交付

し、重要事項についても説明しており、Ｘが

本件賃貸借契約の内容を理解して契約を締結

したことが認められる。

しかしながら、本件のようないわゆる建て

貸しにおける中途解約制限条項の重要性にか

んがみれば、Ｙは、信義則上、Ｚから示され

た契約書案に含まれていた中途解約制限条項

をあえて本件賃貸借契約においては外したこ

とについて具体的に説明してその承諾を得る

べき義務があったというべきであり、この具
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体的な説明義務を果たしたことが認められな

い本件においては、Ｙに信義則上の説明義務

違反があったというべきである。

そして、Ｚは本件建物を借りるに当たって、

中途解約制限条項を入れることに異存はなか

ったことがうかがわれるから（Ｚから被告Ｙ

に示された契約書案には同条項が含まれてい

た）、Ｙが中途解約制限条項を入れなかった

ことを具体的に説明すれば、Ｘにおいて同条

項を入れるよう求めて同条項が入った契約に

なった可能性が高いということができる。そ

うすると、Ｙには同条項を入れないことにつ

いて具体的な説明をしなかったことによって

Ｘがこうむった損害を賠償すべき責任がある

というべきである。

盪 過失相殺について

以上認定の事実によれば、Ｙに仲介業者と

して信義則上の説明義務違反が認められる

が、他方で、Ｙは本件賃貸借契約の仲介をし

たにすぎず、Ｘの代理人として賃貸内容を決

定する立場にあったものではないこと、Ｘは、

建て貸しの経験を含め不動産の賃貸により相

当の収入を得ている者であり、また、相当の

社会的地位、経験も有していること、Ｘは本

件賃貸借契約の契約内容を理解した上で本件

賃貸借契約を締結したものであることなど、

本件に顕れた一切の事情を考慮すると、Ｘに

４割の過失相殺をするのが相当である。

そうすると、Ｙが賠償すべき額は、損害合

計612万5000円の６割である367万5000円とな

る。

３　まとめ

本件は、原告側に建て貸しの経験があった

ことから過失相殺が認められ、被告が賠償す

べき額は６割に減額された。

ただし、本件建物の月額賃料は62万5000円

であるから、仲介手数料と比較してかなり高

額な損害賠償額となっている。媒介業者の説

明義務の責任の重さを改めて示されたものと

もいえよう。媒介業者が十分な説明を心がけ

るよう注意しなければならないことを示した

点で、実務上参考となる事例である。

（企画調整部調整第一課長）
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